
２０１７（平成２９）年度 利用者負担等（保育料）の改正について 

低所得世帯・多子世帯等の経済的負担の軽減を図るため、利用者負担額等（以下「保育料」という）

を次のとおり軽減します。 

１．改正の内容 

（１）市町村民税非課税世帯の第２子の保育料を無償とします。 

（２）ひとり親世帯等（市民税所得割額が一定基準の場合に限る）の保育料を軽減します。 

（３）１号認定子ども（市民税所得割額が一定基準の場合に限る）の保育料を軽減します。 

２．改正の適用日  ２０１７年４月１日 （利用者には４月１４日に保育料決定通知を発送します。） 

３．モデルケースにおける改定額 

 

 

 

 

 

 

 

４．２０１７年度保育料基準額表（改定部分のみ記載） 

 

  
きょうだい

カウント
保育料（月額）

A 生活保護世帯 ０円

B―1
市町村民税非課税世帯又は均等割額
のみ課税されている世帯(ひとり親世帯等に限る｡)

０円

B―2
市町村民税非課税世帯
(ひとり親世帯等を除く｡)

３，０００円
※第２子以降は０円

C
均等割額のみ課税されている世帯
(ひとり親世帯等を除く｡)

３，０００円

D―1 所得割額12,000円未満
１０，８００円⇒　９，４００円
〔５，４００円⇒３，０００円〕

D―2 12,000円以上30,000円未満
１１，５００円⇒１０，０００円
〔５，７５０円⇒３，０００円〕

D―3 30,000円以上48,600円未満
１１，９００円⇒１０，４００円
〔５，９５０円⇒３，０００円〕

D―4 48,600円以上52,000円未満
１３，３００円⇒１１，６００円
〔６，６５０円⇒３，０００円〕

D―5 52,000円以上56,000円未満
１４，７００円⇒１２，８００円
〔７，３５０円⇒３，０００円〕

D―6 56,000円以上77,101円未満
１６，１００円⇒１４，１００円
〔７，５５０円⇒３，０００円〕

D―7 77,101円以上80,000円未満 １８，１００円

D―10 256,301円以上 ２５，７００円

教育標準時間認定の子ども　　　　　（１号認定）

階層区分
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■世帯年収約３００万円（Ｄ－３階層）の第１子の場合

差額

月額
収入に対

する割合
月額

収入に対

する割合
月額

１１，９００円 ４．８％ １０，４００円 ４．２％

（４，１００円） １．６％ （２，６００円） １．０％

５，９５０円 ２．４％ ３，０００円 １．２％ △２，９５０円

（ ０円 ） （ ― ） （ ０円 ） （ ― ） （ ― ）

２号認定（標準時間） ２，８００円 １．１％ １，３００円 ０．５％ △１，５００円 ６，０００円

３号認定（標準時間） ３，１５０円 １．３％ １，５００円 ０．６％ △１，６５０円 ９，０００円

※国が政令で定めている保育料の限度額。市町村はその範囲内で保育料を設定しています。

※１号認定の下段（）内の金額は、町田市私立幼稚園等園児保護者補助金控除後の金額です。

１４，１００円

３，０００円１号認定

１号認定

ひとり親世帯等

ひとり親世帯等以外 △１，５００円

改定後
国基準保育料

改定後月額※
世帯区分

ひとり親世帯等

教

育

保

育

認定区分
改定前

資料   ５ 



  

 

 

※１ 〔〕書きは、特例措置を適用したひとり親世帯、在宅障がい児（者）のいる世帯の額です。 

※２ 満３歳に到達した日に属する年度中の２号認定の保育料は、３号認定の額を適用します。 

※３ １号認定は小学校３年生以下の範囲、２・３号認定は小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等 

を同時に利用する最年長の子どもから順に２人目は上記の半額、３人目以降については０円とします。ただ 

し、年収約３６０万円未満相当の世帯においては多子のカウントにおける年齢制限を撤廃し、年収約３６０ 

万円未満相当のひとり親世帯等については２人目以降は０円とします。 

※４ 市町村民税所得割額の金額には、住宅借入金特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除等の税額控除 

は、保育料算定上対象とはなりません。 

※５ Ｂ－１とＢ－２は条例上のＢ階層を表記上分けて記載しています。 

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

A 生活保護世帯 ０円 ０円 ０円 ０円

B-1
市町村民税非課税世帯
(ひとり親世帯等に限る。)

０円 ０円 ０円 ０円

B-2
市町村民税非課税世帯
(ひとり親世帯等を除く。)

１，３００円

※第２子以降は０円

１，２００円

※第２子以降は０円

１，５００円

※第２子以降は０円

１，４００円

※第２子以降は０円

C
均等割額のみ課税されてい
る世帯

３，８００円

〔１，９００円⇒１，３００円〕

３，６００円

〔１，８００円⇒１，２００円〕

４，４００円

〔２，２００円⇒１，５００円〕

４，２００円

〔２，１００円⇒１，４００円〕

D-1
所得割額12,000円未満の世
帯

４，３００円

〔２，１５０円⇒１，３００円〕

４，１００円

〔２，０５０円⇒１，２００円〕

５，０００円

〔２，５００円⇒１，５００円〕

４，５００円

〔２，２５０円⇒１，４００円〕

D-2  12,000円以上30,000円未満
４，９００円

〔２，４５０円⇒１，３００円〕

４，７００円

〔２，３５０円⇒１，２００円〕

５，６００円

〔２，８００円⇒１，５００円〕

５，１００円

〔２，５５０円⇒１，４００円〕

D-3  30,000円以上48,600円未満
５，６００円

〔２，８００円⇒１，３００円〕

５，１００円

〔２，５５０円⇒１，２００円〕

６，３００円

〔３，１５０円⇒１，５００円〕

５，８００円

〔２，９００円⇒１，４００円〕

D-4  48,600円以上52,000円未満
７，１００円

〔３，５５０円⇒１，６００円〕

６，６００円

〔３，３００円⇒１，５００円〕

７，５００円

〔３，７５０円⇒２，３００円〕

７，０００円

〔３，５００円⇒２，１００円〕

D-5  52,000円以上56,000円未満
８，６００円

〔４，３００円⇒１，９００円〕

８，１００円

〔４，０５０円⇒１，８００円〕

９，７００円

〔４，８５０円⇒２，９００円〕

９，２００円

〔４，６００円⇒２，７００円〕

 56,000円以上57,700円未満
１０，１００円

〔５，０５０円⇒２，２００円〕

９，１００円

〔４，５５０円⇒２，０００円〕

１２，９００円

〔６，４５０円⇒３，９００円〕

１１，９００円

〔５，９５０円⇒３，６００円〕

 57,700円以上60,000円未満
１０，１００円

〔５，０５０円⇒２，２００円〕

９，１００円

〔４，５５０円⇒２，０００円〕

１２，９００円

〔６，４５０円⇒３，９００円〕

１１，９００円

〔５，９５０円⇒３，６００円〕

D-7  60,000円以上68,000円未満
１２，３００円

〔６，１５０円⇒２，７００円〕

１１，３００円

〔５，６５０円⇒２，５００円〕

１６，４００円

〔８，２００円⇒４，９００円〕

１４，９００円

〔７，４５０円⇒４，５００円〕

 68,000円以上77,101円未満
１４，２００円

〔７，１００円⇒３，２００円〕

１３，２００円

〔６，６００円⇒２，９００円〕

１９，２００円

〔９，６００円⇒５，８００円〕

１７，７００円

〔８，８５０円⇒５，３００円〕

 77,101円以上80,000円未満 １４，２００円 １３，２００円 １９，２００円 １７，７００円

D-9  80,000円以上96,000円未満 １６，０００円 １４，５００円 ２２，３００円 ２０，３００円

D-24  501,000円以上 ３７，２００円 ３５，２００円 ５８，８００円 ５６，８００円

D-8

保育認定の子ども （２号認定：３歳以上） （３号認定：３歳未満）

階層区分
保育料（月額） 保育料（月額）きょうだい
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